
く改正案1

るとともに,感染症等のリスクを低減させるなどの利点があるため,今後もl -

層の普及が必要である1.

なお-献血者の理解を深めるためには,血液製剤の使用状況に関する情報提供

や医療機関における患者等-の説明などを通じ,血液製剤の適正使用に関する理

解を得ることも重要であるo

またl血液製剤l特に赤血球製剤の安定供給を確保するためには,国一都道府

県及び採血事業者はこ在庫水準を常時把握し1在庫が不足する場合には供給に支

障を及ぼす危険性を回避するよう早急な対策を講ずることが必要であるo

さらに,国及び地方公共団体は,萱旦匙週塵皇塵畠宜る-と-と且追L災害
時における献血が確保されpl血液が適切に供給されるよう所要の措置を講ずるも

のとするo採血事業者は1皇塗災害時における献血受入体制を構築しl冬採血所
問における需給調整が迅速にできるよう備えることにより,災害時における献血

量の確保に協力する必要があるo

二 献血推進計画及び都這府県献血推進計画

国は,献血により確保すべき血液の目標量-その目標量確保のための基本的な

施策,献血の推進に関する事項について,毎年度,薬事.食品衛生審議会く以下

r審議会JというoJの意見を聴いて献血推進計画を策定し-公表するo ま七,

蔽血推進計画に基づきl国民の献血への理解と協力を得るための教育及び啓乳

採血事業者による献血の受入れと献血者の保護に対する協力等を行うo.

都道府県は,本方針畢び国の定める献血推進計画に基づき,毎年度,血液製剤

の需給の状況,適正使用の推進状臥,人口動態等を考慮して,効果的な都道府県
献血推進計画を策定し,公表するo また,住民の献血への理解を探めるための広

敵献血推進組織の育成,献血の受入れの円滑な実施等の措軍を講ずることが重
要である.市町村はl国及び都道府県とともに献血推進のための所要の措置を講

ずることが重要であるo

三 献血受入計画

採血事業者臥本方針及び国の定める献血推準計画に基づき-毎年鼠.献血受
入計画を作成し,国の認可を受けなければなちない.事業の実施に当たっては-.

献血受入体制を着実に整備しこ献血の受入れに関する目標を達成するための培置

を講じることが必要であるLo例えばl採血時の安全性の確保,事故への対応,献

J血者の個人情報の保護1採血による献血者等の健康被害の補償等献血者が安心し

て献血できる環境の整胤採血に際しての血液検査による嘩康管垣サ-ビスの尭

実及び献血者登録制度もちよる献血考との連携の確保を図ることが重要であるoま

た,希少血液の確保に引き続き取り組むことが求められる9

四 献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価
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